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令和７年第４回鬼北町議会臨時会 

                         令和７年１０月３１日（金曜日） 

 

○議事日程 

 日 程 第 １ 会議録署名議員の指名 

 日 程 第 ２ 会期の決定 

 日 程 第 ３ 諸般の報告 

 日 程 第４  議案第６４号 令和７年度鬼北町一般会計補正予算（第４号）について 

 

○本日の会議に付した事件 

 日 程 第 ４ 議案第６４号 令和７年度鬼北町一般会計補正予算（第４号）について 

 

○出席議員（１２名） 

    １番 長 尾 慶 太      ２番 入 田 伸 介 

    ３番 大 川 正 展      ４番 今 城 喜久生 

    ５番 兵 頭   稔      ６番 中 山 定 則 

    ７番 末 廣   啓      ８番 井 上   博 

    ９番 程 内   覺     １０番 松 浦   司 

   １１番 山 本 博 士     １２番 芝   照 雄 

 

○欠席議員（０名） 

 

○議会事務局 

 議 会 事 務 局 長 渡 辺 美 枝   書 記 都   浩 明 

 

○説明のため出席した者 

 町 長 兵 頭 誠 亀   副 町 長 松 本 幸 男 

 総 務 財 政 課 長 水 野 博 光   農 林 課 長 奥 藤 幸 利 

 環 境 保 全 課 長 東   明 彦 
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午前９時００分 開議 

 

○議長（芝 照雄君） 

  改めて、おはようございます。 

ただいまから、令和７年第４回鬼北町議会臨時会を開会します。 

  町長から招集の挨拶があります。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  令和７年第４回鬼北町議会臨時会を招集いたしましたところ、御参集いただきまし

て、ありがとうございます。 

  今月１０月１１日・１２日に開催しました「でちこんか２０２５」におきましては、

心配しておりました台風もそれて、前夜祭では多少の雨は降りましたが、１２日は天

候に恵まれ、来場者も前夜祭２千人、当日２万２千人余りと、町内外から多くの方に

お越しいただき大盛況のうちに無事終了することができました。 

でちこんかは、初めて開催してから３０年余りが経過しますが、地域の方々ととも

に作り上げてきたイベントであります。開催にあたり御協力いただきましたすべての

方々にこの場を借りて御礼申し上げます。 

  さて、本日の臨時会は、一般会計補正予算１件を提案いたしております。 

  御審議のほどよろしくお願い申し上げまして、招集の挨拶といたします。 

○議長（芝 照雄君） 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、さきに配付しました別紙、議事日程のとおりです。 

  このとおり、議事を進めたいと考えておりますので、各位の御協力をお願いいたし

ます。 

 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、鬼北町議会会議規則第１２７条の規定により、４番、今

城喜久生議員、５番、兵頭稔議員、以上の両議員を指名します。 

 

  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。 
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  これに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（芝 照雄君） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、本臨時会の会期は、本日１日限りとすることに決定いたしました。 

 

  日程第３、諸般の報告を行います。 

  地方自治法第１２１条第１項の規定により、本日の会議事件説明のため、出席を求

めているものを報告します。 

  町長。 

  町長を通じ、副町長、総務財政課長、農林課長、環境保全課長の出席を求めており

ます。 

  これで諸般の報告を終わります。 

 

  日程第４、議案第６４号 令和７年度鬼北町一般会計補正予算（第４号）について

を議題とします。 

  町長から提案理由の説明を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  日程第４、議案第６４号、令和７年度鬼北町一般会計補正予算（第４号）について、

提案理由の説明をいたします。 

  今回の補正における歳出の主なものといたしましては、令和６年度から繰越事業で

あります林道す谷中尾坂線の災害復旧工事請負費について別途追加計上するものであ

ります。 

また、歳入につきましては、事業実施に伴う県支出金を追加計上し、財政調整基金

繰入金を減額調整するものであります。 

この結果、歳入歳出それぞれ１，４００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を９０

億６，４６０万円とするものであります。 

  詳細につきましては、総務財政課長が説明いたします。御審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

○総務財政課長（水野博光君） 

  それでは、議案第６４号、一般会計補正予算（第４号）について、御説明いたしま

す。 
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  なお、本日、補足資料Ａ４、１枚物もお配りしておりますので、併せて御参照くだ

さい。 

  初めに歳出予算から説明いたしますので、予算書の７ページを御覧ください。 

  ４款、１項、６目、生活環境費、１３節、器機等借上料１３０万円の減額につきま

しては、重点対策加速化事業に係る蓄電池設備のリールにおいて、四国電力の許可申

請に時間を要し契約時期が遅れていることから令和７年度分借上料を減額補正するも

のであります。 

  次に１０款、１項、２目、林道施設災害復旧費１４節、災害復旧工事請負費１,５

３０万円につきましては、令和６年度からの繰越事業、林道す谷中尾坂線の災害復旧

工事において、工法を変更する必要が生じたことから、増額補正するものであります。 

  次に、歳入予算について説明いたしますので、予算書６ページを御覧ください。 

  １５款、２項、８目、災害復旧費県補助金、２節、過年補助林道施設災害復旧費県

補助金１，４３５万１,０００円につきましては、さきほど言いました歳出１０款、

１項、２目の林道す谷中尾坂線の災害復旧工事費に対する補助金であります。補助率

は９３．８％であります。 

  次に、１８款、２項、１目、財政調整基金繰入金、１節、財政調整基金とりくずし

３５万１，０００円の減額につきましては、財源調整のため基金とりくずし額を減額

するものであります。 

  次に、第２表、債務負担行為補正について、説明いたしますので、予算書の３ペー

ジをお開きください。 

  変更の事項１番、重点対策加速化事業（令和７年度分）につきましては、泉、好藤、

三島、愛治の各公民館に導入した蓄電池設備のリースについて、四国電力の許可申請

に時間を要し、契約時期が遅れていることから債務負担行為の期間を令和８年度より

令和２１年度までであったものを令和８年度より令和２３年度までに変更するととも

に、限度額を２，７２８万６,０００円から２，９５２万５,０００円に変更するもの

であります。 

  次に、７番の森林資源地域循環型創出事業につきましては、改質リグニン実証事業

について施設の整備だけでなくＰＦＩ方式を導入し、運営管理についても一体的に長

期契約をすることで事業全体のリスク管理、コスト削減が期待できることから債務負

担行為の期間について、令和８年度であったものを令和８年度より令和２３年度まで

に変更するとともに限度額を１５億８，７６４万６，０００円であったものを１６億

６，２６４万６，０００円に変更するものであります。 
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  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（芝 照雄君） 

  説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

○５番（兵頭 稔君） 

  ６ページの１５款、８目、２節、１，４３５万１，０００円この分の補助率９３．

８％というのはどういうふうに決められているのか。 

○議長（芝 照雄君） 

  答弁を求めます。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  農林課長が答弁いたします。 

○農林課長（奥藤幸利君） 

  補助率の決定につきましては、そのぞれの災害状況によって国で定められるもので

ありまして、激甚災とか言われる大きな災害の場合は、高率の補助になったりします。

そういった形でこちらが決定するものではなく、国のほうで決められる補助率という

ことであります。 

  以上です。 

○５番（兵頭 稔君） 

  ということは１００％のときもあるし、５０％のときもあるという解釈でよろしい

ですか。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  農林課長が答弁いたします。 

○農林課長（奥藤幸利君） 

  １００％というのはいままではないわけですが、そういうふうに調整はされるわけ

です。９９．２％とかそれよりも低い補助率はこれまでもございました。 

  以上です。 

○議長（芝 照雄君） 

  そのほか質疑ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長（芝 照雄君） 

  これで質疑を終わります。 
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  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長（芝 照雄君） 

  討論なしと認めます。 

  これから、議案第６４号、令和７年度鬼北町一般会計補正予算（第４号）について

を採決します。 

  本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長（芝 照雄君） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。 

○議長（芝 照雄君） 

  以上で、本臨時会の会議に付された事件は、すべて議了しました。 

  ここで、町長から閉会の挨拶があります。 

○町長（兵頭誠亀君） 

  令和７年第４回鬼北町議会臨時会に提案いたしました一般会計補正予算につきまし

て、原案のとおり議決いただきありがとうございました。 

  国政におきましては、今月２１日に女性初となる高市首相が選出され、自民党・日

本維新の会による連立政権が発足しました。物価高対応を含む経済対策の策定も指示

されているようでございます。国政の動向に注視しつつも、町としてブレることなく

着実に町政運営に取り組んでまいる所存でございます。 

  議員各位におかれましても、今後とも引き続き、御支援と御協力をいただきますよ

うお願い申し上げまして、令和７年第４回鬼北町議会臨時会の閉会挨拶とさせていた

だきます。ありがとうございました。 

○議長（芝 照雄君） 

  これで、本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  令和７年第４回鬼北町議会臨時会を閉会します。 

 

（午前９時１３分 閉会） 
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  地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

 

    鬼北町議会議長 

 

    鬼北町議会議員（ ４番） 

 

    鬼北町議会議員（ ５番） 


